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関係各位 

        一般社団法人応用生態工学会 

                            会⾧ 占部 城太郎 

 

応用生態工学会 一般社団法人廣瀬ワークショップ助成の候補者募集について 

（募集期間を延⾧します） 

 

 応用生態工学会の活動に対して日頃よりご協力ご支援を賜りまして、誠にありがとうございま

す。このたび、以下の要領で、廣瀬ワークショップ助成の候補者を募集いたします。 

 廣瀬ワークショップ助成の対象は、「応用生態工学会正会員及び賛助会員が、応用生態工学の課

題探求、学術的発展、それら成果の敷衍を目的として行うワークショップ、シンポジウム、講演

会、出版等」です。集会の場合、その規模は問いません。 

 応募に際しては、別添の「一般社団法人応用生態工学会 廣瀬ワークショップ助成に関する細則」

を確認の上、以下の要領でお申し込みください。 

 

応募要領 

１．募集期間  

  令和７年３月 26 日（水）から４月 23 日（水）（必着） 

（下記の通り延⾧します） 

  令和７年３月 2６日（木）から５月１６日（金）（必着） 

 

２．応募方法 

 別添の応募申請書（書式４）に、必要事項を記入の上、PDF 化した電子ファイルを、電子メー

ルに添付の上、「eces-manager@ecesj.com」まで募集期間内に提出してください。提出にあたって

は、メール表題に「廣瀬ワークショップ助成応募書類」と明記してください。 

 

３．問い合わせ 

 電話による問い合わせはご遠慮ください。ご質問等がある場合は、電子メールでお願いします

（eces-manager@ecesj.com）。 
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一般社団法人応用生態工学会 

廣瀬ワークショップ助成に関する細則 

（目 的） 

第１条 本細則は、一般社団法人応用生態工学会（以下「本会」という。）の前身であ

る応用生態工学会の会長を歴任された故廣瀬利雄氏の遺志に沿うべく応用生態工

学の一層の発展を期するため、同氏からの遺贈寄附金（以下「廣瀬遺贈金」という。）

を財源として「廣瀬ワークショップ助成」制度（以下「本制度」という。）を設け、

本制度の運営につき必要な事項を定めることを目的として、本会寄附金取扱規程第

７条に基づき定めるものである。 

（助成の対象） 

第２条 本制度は、本会正会員又は賛助会員が、応用生態工学の課題探求、学術的発

展、それらによる成果の敷衍を目的として行うワークショップ、シンポジウム、講

演会、出版等を対象として助成を行うものとする。この場合において、ワークショ

ップ、シンポジウム及び講演会については、その規模は問わない。 

（助成の内容） 

第３条 本制度による助成は、対象となるワークショップ等１件につき、毎年、５０

万円までの範囲内で理事会にて決定した額を廣瀬遺贈金より支出して行うものと

する。ただし、理事会の承認があった場合には、５０万円を超えて支出することが

できる。 

（応募方法） 

第４条 助成を希望する正会員又は賛助会員の代表者は、本会が別に定める様式によ

る応募申請書に必要事項を記入し、別に定める期日までに事務局に提出しなければ

ならない。 

（選考委員会） 

第５条 本制度の対象者を選考するため、理事会の下に選考委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

２ 委員会の委員は、正会員であって応用生態工学に関して高い識見を有する者のう

ちから理事会の決議によって６名を選任し、会長が委嘱する。委員の構成は、生態

学と工学の各分野に偏りのないように配慮しなければならない。 

３ 委員会の委員長は、委員の互選により選定する。 

４ 委員の任期は、選任後２年間とする。 

５ 委員会は、委員長が招集して開催する。 

６ 委員長は、開催された委員会において議長を務める。 

７ 委員会は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ開催することができない。 

８ 委員会は、選考に当たって、必要に応じ外部有識者の意見を徴することができる。 
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（選考方法） 

第６条 委員会は、第４条の規定によりなされた応募につき、応募申請書等をもとに

選考を行い、助成金額を査定する。 

２ 委員会の委員が関係する応募がなされたときは、当該委員は、前項の選考に関与

することができない。 

３ 委員長は、選考された助成対象につき、選考理由を付けて会長に報告する。査定

した助成金額の合計が助成総額に満たない場合又は該当する助成対象が無い場合

も、その旨を会長に報告する。 

（助成対象及び助成金額の決定） 

第７条 会長は、前条第３項により報告された助成対象及び助成金額について、その

賛否を理事会に諮り、出席した理事の３分の２以上の賛成があったときは、これを

助成対象として決定するとともに助成金額を決定した上で、直ちに応募者に通知す

る。該当する助成対象が無いときは、その旨を会員に公表する。 

（助成の執行） 

第８条 助成対象者は、前条の通知を受けてから１か月以内に、予算執行計画を企画

運営委員会に提出し、原則として当該年度内に助成金額の範囲内で助成金を執行す

ることとする。この場合において、正当な理由なく年度内の執行ができないときは、

助成を取り消すことがある。 

（成果の公表） 

第９条 助成を受けて行われたワークショップ、シンポジウム、講演会、出版等を行

う際は、それらが本制度による助成により行われた旨を明示しなければならない。 

２ 前項の規定により実施されたワークショップ等の成果につき、助成対象者は、応

用生態工学会誌等に公表するものとする。 

（特別会の開催） 

第１０条 前条までの規定に関わらず、総務委員会は助成の周知又は研究成果の公表

等を目的として、公開で行う廣瀬シンポジウム特別会の開催を提案することができ

る。 

２ 前項の規定により、総務委員会から提案があった場合には、会長は当該提案につ

いて、その賛否を理事会に諮り、有効投票のうち３分の２以上の賛成がある場合、

実施することができる。 

（改 廃） 

第１１条 本細則の改廃は、会長が理事会の承認を得て行う。 

附 則 

本規程は、令和６年７月２４日から施行する（令和６年７月２３日理事会承認）。 

附 則 

本規程の改定は、令和６年８月２０日から施行する（令和６年８月２０日理事会承認）。 
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書式４  一般社団法人応用生態工学会 廣瀬ワークショップ助成 応募申請書 

  年  月  日 

 

（１）応募者氏名（ふりがな）                                        

    会員番号 

   所属・職名  

連絡先住所 

   電話番号  

   メールアドレス 

            

（２）助成対象名（集会や出版名など） 

（３）集会の内容 

    ワークショップ・シンポジウム・研究会・出版・その他 

（４）助成の概要（3行以内） 

（５）実施予定日 

（６）参加予定者  会員   名、 非会員    名 

（７）助成希望金額 

（８）予算の内訳（予算全体の中での本助成の使途とその内訳を明記すること） 

（９）研究についての説明（A４で１枚以上、書式自由） 

（10）助成により得られる成果など（自由記載） 

 (11) 応用生態工学会誌でのレポートもしくは抄録の予定時期 

 

 

10.5 ポイント以上のフォントで、4 ページ以内 

提出先 応用生態工学会事務局 

  

 

 

 

 


